
託児所 利用規約 

令和 2年 2月１日現在 

 

当歯科院では、サービスの一環と致しまして生後４ヶ月～４歳のお子さまを対象に保護者の方（２親等の方）の診療

中に限り一時預かりを行います。保育士資格をもっている者がお預かり致しますので、どうぞ安心してご利用下さい。 

 

●目的・・・歯の治療の間、一時的にお子さまをお預かりすることを目的と致します。 

●対象年齢・・・生後４ヶ月～４歳までの乳幼児 

（４ヶ月のお子さまでも、首がしっかり据わっている、縦抱きをしても自分で体を支えられる、寝返りがうてること

が条件となります。） 

●料金・・・無料 

●時間・・・月、火、金（曜日は変更する場合がございます） 

 10：00～13：00（最終受付 12：30）/15：00～17：00（最終受付 16：30） 

●予約方法・・・要予約制です。ご予約のない場合はお預かりできない事もあります。 

        託児所のご利用は予約時に必ず受付スタッフにお申し出下さい。 

 

 

        キャンセルされる場合でも必ずご連絡下さい。 

●その他・・・お預かりするのは診療時間内のみです。診療前の待ち時間や診療後は保護者様の責任の下、託児スペー

スで遊ばせて下さい。 

 

ご利用にあたっての注意事項 

【飲食について】 

・診療は３０分～１時間ですので、食べ物・飲み物はお出し致しません。 

・また、ミルクやおやつ等をご持参頂いても安全性と衛生面、他のお子さまにも考慮し、与えることは致しません。

（アレルギーをおもちのお子さまもいらっしゃいます。触っただけでアレルギー反応やアナフィラキシーショックを

起こすお子さまも中にはいらっしゃいますのでご配慮をお願い致します。） 

やむを得ない場合はミネラルウォーターまたは麦茶をお持ち下さい。 

・ミルクが必要なお子さまは、診療前にお与えになってからご来院下さい。 

【オムツ・トイレについて】 

・オムツは来院前にお取替え下さい。こちらでオムツの替えはございませんので、万が一のために普段お使いのオム

ツをお持ち下さい。 

・幼児のお子さまの場合は、診療前に必ずトイレを済ませておいて下さい。 

【健康状態について】 

・当日はお子さまの検温を必ず行ってからお越し下さい。（体温が 37.5℃以上ある時はお預かりできません。） 

・受付時に熱があった場合はお預かりできませんのでご了承下さい。また、熱がなくてもお子さま自身元気がなかっ

たり、辛そうにしていたりする場合も同様とさせて頂きます。 

・お子様の健康状態が普段と違う場合には、診療前にお申し出下さい。 

・学校伝染病（下記と別紙を参照して下さい。）の疑いがある場合は必ず小児科で医師の許可を得てからお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

・当託児所では、お子さまの安全を最優先に考えております。 

他のお子さまと託児が重なる場合もございますので、学校伝染病に罹ってしまった疑いがある場合、またはご兄弟間

で伝染病疾患に罹っている場合はご利用をお断りさせて頂きます。 

（保育園や幼稚園などで在席しているクラスが学級閉鎖になっている場合もお断りさせて頂きます。） 

ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

※学校伝染病以外の感染性疾患でも、医師の許可を得ず他のお子さまに感染させてしまった場合には、当医院では一

切責任を負いかねますのでご了承下さい。 

上記の内容を了承致しましたので申し込み致します。 

 

令和   年   月   日      保護者署名                      

・水ぼうそう ・はしか ・おたふく風邪 ・手足口病 ・風疹 ・とびひ  

・嘔吐下痢症 ・水いぼ ・流行性結膜炎 ・百日咳 ・インフルエンザ ・りんご病 

・溶連菌感染症 ・ヘルパンギーナ 等 


